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第２章 施策の展開 

序 地域共生社会の実現に向けて 

 

〇 本県の人口は間もなくピークを迎え、減少に転じると見込まれています。これまでは

団塊の世代すべてが 75 歳以上となる 2025 年を目指して取組を進めてきましたが、いわ

ゆる団塊ジュニアが 65 歳以上となる 2040 年に向け、支援や介護が必要な高齢者が増え

ると同時に、単身高齢者世帯や高齢者のみの世帯の増加、認知症の人の増加も見込まれ

るなど、介護サービス需要が更に増加・多様化することが想定される一方、現役世代の

減少が顕著となり、地域の高齢者介護を支える人的基盤の確保が一層重要となります。 

〇 また、高齢化のピークを迎える時期やスピード、医療介護の資源の状況は県内でも地

域によって異なることから、地域の実情に合わせた対応が求められています。 

〇 家族のあり方が多様化し、高齢化が進む中、高齢の親と無職独身の 50代の子どもが同

居している世帯や育児と介護に同時に直面する世帯など、課題が複合化していて、各分

野別の支援では適切な解決策を講じることが難しいケース（いわゆる「8050問題」や「ダ

ブルケア」など）も増えてきています。 

〇 「こころやからだに不調のある人の介護、看病、療育、世話、気づかいなど、ケアの

必要な家族や近親者、友人、知人などを無償でケアする人」であるケアラーへの社会的

な支援が一層必要となっています。家族の介護を理由にやむなく仕事を辞めてしまう「介

護離職」、また近年では「ヤングケアラー」と呼ばれる子どもたちの存在も明らかにな

ってきています。年齢層や抱える課題も多様なケアラーが社会から孤立することなく、

自分の希望する人生や日々の暮らしが送れるよう、様々な分野が連携して支援すること

が必要です。 

〇 令和２年６月に地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律（令

和２年法律第 52号）が公布され、「断らない相談支援」など、複雑化・複合化した支援

ニーズに対する市町村の包括的な支援体制の構築（重層的支援体制整備事業）が制度化

されました。（令和３年度から市町村による「手上げ」方式で実施） 

〇 地域包括ケアシステムは高齢者を対象としたものですが、「必要な支援を包括的に提

供する」という考え方や地域づくりに関係する取組は、地域共生社会の実現に向けた中

核的な基盤となり得るものであり、地域包括ケアシステムの推進や地域づくり等に一体

的に取り組むことで、地域共生社会の実現を図っていく必要があります。 

〇 この計画では、誰も取り残さない、誰もがその人らしく暮らすことのできる、ともに

生きる社会の実現を、各施策を推進する上での共通理念として取り組みます。 

 

地域共生社会とは 

地域共生社会とは、高齢者介護、障害福祉、児童福祉、生活困窮者支援などの制度・分

野の枠や、「支える側」、「支えられる側」という従来の関係を超えて、人と人、人と社

会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていくことの

できる包摂的な社会をいいます。 

（「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」より） 
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 厚生労働省資料より 

 


